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野洲市庁内型・公開型ＧＩＳ導入業務に係るプロポーザル審査評価基準書 

 

１．本書について 

 本書は、「野洲市庁内型・公開型ＧＩＳ導入業務」公募型プロポーザルの提案書、機能要

件、見積金額、プレゼンテーション・デモンストレーションなどの内容に基づき、性能・機

能・技術などの要求を評価する指標である。評価方法及び評価項目、評価基準を次に示す。 

 

２．参加資格審査（一次審査） 

(1)審査書類 

  ① 参加申込書（様式第２号） 

② 会社概要（様式第３号） 

③ 類似業務実績調書（様式第４号） 

④ プロジェクト体制図（様式任意） 

⑤ 従事者実績書（様式第５号） 

⑥ 法人にあっては履歴事項全部証明書（法人登記簿謄本）、個人にあっては身分証明書 

⑦ 法人にあっては国税（法人税及び消費税）及び地方税の納税証明書（過去を含めて

税に未納がないことが確認できること。）、個人にあっては国税（所得税及び消費税）

及び地方税の納税証明書（過去を含めて税に未納がないことが確認できること。） 

⑧ 暴力団排除に関する誓約書（様式第６号） 

⑨ 会社役員名簿（様式第７号） 

⑩ 印鑑証明書 

※野洲市建設工事等入札参加有資格者名簿又は野洲市物品供給、役務提供業者一覧表

に登録されている場合は、上記⑥～⑩は不要 

 

(2)審査項目 

提出書類を評価対象とし、評価を行う。各評価項目の配点は下記のとおりとし、合計

点数は 100点とする。なお、必須項目を満たしていない場合は失格とする。 

 

項目 評価対象 基準 配点 

〇 × 

必須項目 審査書類① 

 

申請書、誓約書の記載内容が正しく

記載されているか 

- 失

格 

野洲市建設工事等入

札参加有資格者名

簿、野洲市物品供給 

役務提供業者一覧

野洲市建設工事等入札参加有資格者

名簿又は野洲市物品供給、役務提供

業者一覧表に登録されているか。さ

れていない場合は、必要書類が提出

- 失

格 
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表、審査書類⑥～⑩ されているか 

審査書類② 近畿圏内に本社（店）、支社（店）又

は営業所を有するか 

- 失

格 

会社概要 審査書類② 滋賀圏内に本社（店）、支社（店）又

は営業所があるか 

10

点 

0

点 

従業員のうち、測量士の有資格者が

100名以上か 

５

点 

0

点 

従業員のうち、空間情報総括監理技

術者の有資格者が 20名以上か 

５

点 

0

点 

同種業務

実績 

審査書類③ 過去５年以内に滋賀県内で統合型

GIS 又は公開型 GIS の導入実績があ

るか 

15

点 

0

点 

過去５年以内に近畿２府４県内で統

合型 GIS 又は公開型 GIS の導入実績

が５件以上あるか 

20

点 

0

点 

提案パッケージの導入実績があるか 10

点 

0

点 

実施体制 審査書類④ 統括責任者が配置されているか ５

点 

0

点 

管理技術者が配置されているか ５

点 

0

点 

照査技術者が配置されているか ５

点 

0

点 

従事者の

実績・能

力 

審査書類⑤ 二人以上の従事者が10年以上の実務

経験があるか 

10

点 

0

点 

管理技術者及び照査技術者は、いず

れも、測量士及び空間情報総括監理

技術者の資格を有するか 

10

点 

0

点 

合計 100点 

 

（3）審査結果 

参加申込者が多数の場合は、参加資格審査（一次審査）の通過者は概ね３者までとし、

合計点数が高いものから二次審査対象者とする。ただし、参加申込者が３者以下の場合

は、参加資格審査（一次審査）を実施しない。 
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３．事業等審査（二次審査） 

（1）評価項目 

参加資格審査（一次審査）通過者を対象に、提出書類及びプレゼンテーションを評価

対象とし、評価書を用いて評価を行う。各評価項目の配点は下記のとおりとし、合計点

数は 1000点とする。 

項目 評価対象 配点（満点） 

①事業提案評価 企画提案書（様式第８号）、 

企画提案書 本編（様式任意）、 

会社概要（様式第３号）、 

類似業務実績調書（様式第４号）、 

プロジェクト体制図（様式任意）、 

従事者実績書（様式第５号） 

450点 

②要求機能評価 要求機能一覧表（様式９号） 130点 

③価格評価 参考見積書（様式第 10号） 

参考見積明細書（任意様式） 

300点 

④プレゼンテーション評価 プレゼンテーション 

デモンストレーション 

質疑応答 

120点 

合計 1000点 

 

（2）評価方法 

審査は、「野洲市庁内型・公開型ＧＩＳ導入業務に係るプロポーザル審査委員会」（以

下「委員会」という。）において実施する。また、前述の評価項目における「①事業提

案評価」及び「④プレゼンテーション評価」は、委員会の委員による評点をもとに採点

を行う。 

全ての提案者のプレゼンテーション審査終了後、委員会による審査を行い、優先交渉

権者を選定する。 

 

（3）評価内容 

①事業提案評価 

項目 評価の着眼点 評点 倍率 配点 

（満点） 

提案者の業務実

績・実施能力 

同種の庁内型 GIS及び公開型 GISの

導入及び運用実績があるか 

3～1 

（A～

C） 

×５ 15点 

従事者の業務実 業務従事者は本業務に活かすこと 3～0 ×５ 15点 
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績・実施能力 のできる資格や過去の実績を有し

ているか 

（A～

D） 

実施方針 本業務の内容・目的を理解している

か 

3～0 

（A～

D） 

×５ 15点 

実施体制 本業務を確実に遂行する実施体制

が確保されているか 

3～0 

（A～

D） 

×５ 15点 

実施行程  無理のない導入スケジュールであ

るか 

 稼働までの作業が反映されている

か 

3～0 

（A～

D） 

×10 30点 

機能  システム全体の構成や各機能につ

いて、機能性や操作性が優れてい

るか 

 庁内型 GIS、公開型 GIS 間の連携

がしやすいか 

3～0 

（A～

D） 

×20 60点 

データ移行・構

築 

 既存 GIS データを確実に移行でき

る仕組み（ツールや手順）になっ

ているか 

 職員が実施する作業が明確になっ

ており、通常業務と並行できそう

か 

3～0 

（A～

D） 

×25 75点 

データ・システ

ムの利活用 

 市民、事業者、観光客、職員がデ

ータの利活用をできるシステム及

びサポート体制か 

 導入後にデータの入出力やレイヤ

やコンテンツを増やすためのフォ

ローアップについて具体的な提案

がされているか 

3～0 

（A～

D） 

×10 30点 

システムの安全

性 

導入するシステムやデータセンタ

ーについて、適切なセキュリティ対

策が施されているか 

3～0 

（A～

D） 

×５ 15点 

運用・保守  システム構築に携わった SE が継

続して運用サポートを行い、安心

できる体制になっているか 

3～0 

（A～

D） 

×20 60点 
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 近畿圏内や滋賀県内にサポート拠

点は配置されているか 

 システムの運用にあたり、適切な

保守・サポートの提案がなされて

いるか（プログラムのバージョン

アップ版の提供、定期メンテナン

ス、データ更新等） 

職員研修  集合研修だけでなく、動画やわか

りやすいマニュアル等職員の操作

習得に対する工夫がみられるか 

 事前研修だけでなく、本稼働後も、

操作方法や利活用等相談できる工

夫やサポート体制が提案されてい

るか 

3～0 

（A～

D） 

×10 30点 

追加提案  当市の課題を解決するための GIS

の具体的な活用方法の提案がなさ

れているか（例えば、アナログ地

図データや位置情報をもつ電子デ

ータの GIS展開など） 

 本業務の実施にあたって有効と思

われる独自の提案がなされている

か 

 別途予定の都市計画基本図修正業

務が円滑に実施できるための支援

が提案されているか 

 提案内容は、運用面などの面から

実現可能なものか 

3～0 

（A～

D） 

×30 90点 

合計 450点 

 

②要求機能評価 

「要求機能一覧表」（様式第８号）の各機能要件への対応状況を評価する。 

 

③価格評価 

価格は令和５年度の導入費と令和６年４月１日から令和 11 年３月 31 日までの５

年分の保守運用費の総額とする。なお、令和５年度の導入費にはテスト期間及び本格

稼働（令和６年３月１日から３月 31日まで）の運用及びサポートに係る費用を含む



 6 / 8 

ものとする。 

 

④プレゼンテーション評価 

評価項目 評価の着眼点 評点 倍率 配点 

（満点） 

取り組み姿勢  本業務に挑む積極的な姿勢が感じ

られるか 

 専門的な用語でなく、一般的な言

葉に置き換えてわかりやすいプレ

ゼンになっているか 

４～０ 

（A～E） 

×5 20点 

見やすさ  見やすいレイアウトや配色になっ

ているか 

４～０ 

（A～E） 

×５ 20点 

操作性  シンプルな操作性で、市民や事業

者など、初めて使用する者でも使

いやすさが感じられるか 

 新規レイヤの作成や入力作業の操

作性がよく、効率的に業務が行え

るか 

 位置情報を有するデータを簡単に

取り込み、地図上で利用できるか 

 LGWA-ASP 方式で提案する場合は、

動作速度が問題ないか 

４～０ 

（A～E） 

×15 60点 

質疑応答  質疑応答は的確でわかりやすいか 

 説明者は業務の内容・目的を理解

しているか 

４～０ 

（A～E） 

×５ 20点 

合計 120点 

 

（4）評価基準 

①事業提案評価 

評価内容の各項目を４段階で評価し、その結果を集計する。評価区分は下記のとお

りとする。 

評価 基準 評点 

A 要求以上の水準となっている 3 点 

B 要求を満たしている 2 点 

C 要求を一部満たしていない 1 点 

D 要求を満たしていない。提案されていない。 0 点 
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②要求機能評価 

パッケージの標準整備度に従い、対応内容を４段階に分類し、満点 130点からの減点

方式で採点を行う。配点は下記のとおりとする。なお、最低点は 0点とし、0 点以下の

マイナスは行わないものとする。 

重要度 対応 基準 配点割合等 

必須 ○ 標準パッケージで対応できる － 

△ オプション又はカスタマイズで対応できる マイナス５点/件 

□ 代替案で対応する マイナス４点/件 

× 対応できない 失格 

推奨 ○ 標準パッケージで対応できる － 

△ オプション又はカスタマイズで対応できる マイナス３点/件 

□ 代替案で対応する マイナス２点/件 

× 対応できない マイナス６点/件 

 

③価格評価 

以下の計算式で価格評価点を算出する。なお、上限価格総額は 19,738,000円であ

る。（令和５年度野洲市庁内型・公開型 GIS導入業務委託料の上限は 7,238,000 円（税

込み）、令和６年度以降の野洲市庁内型・公開型保守運用費の上限は、１年度あたり

2,500,000円（税込み）） 

 

     価格評価点 ＝ 300点 × （１－参考見積価格総額／上限価格総額） 

                        ※小数第一位を四捨五入 

 

④プレゼンテーション評価 

評価内容の各項目を５段階で評価し、その結果を集計する。評価区分は下記のとお

りとする。 

評価 基準 評点 

A 非常に優れている ４点 

B 優れている ３点 

C 普通 ２点 

D やや劣る １点 

E 劣る ０点 

 

 

４．優先交渉権者の決定方法 
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二次審査の結果、最高評点を獲得した提案者（最高評点を獲得した提案者が複数あっ

た場合は、審査評価基準に基づく価格評価点がより高かった提案者）を優先交渉権者と

し、契約締結に向けて交渉する。交渉の結果、契約の締結に至らなかった場合は、次点

の提案者を交渉者とする。ただし、評価点数の合計が 400点に満たない場合は、優先交

渉権者としない。 


